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石綿の事前調査結果の報告が施工業者（元請事業者）の義務になります！ 

～令和４年４月１日着工の工事から適用～ 

 

愛媛労働局健康安全課 

 

 施工業者（元請事業者）は、令和４年４月１日以降に着工する工事について、一定規模以上の建築物・

特定の工作物の解体・改修工事、一定規模以上の船舶の解体・改修工事を行う際には、石綿含有の有無

の事前調査結果を、あらかじめ、電子システムで労働基準監督署と自治体（自治体への報告は大気汚染

防止法に基づくもの）に報告することが義務となります。 

 

 報告が必要な工事は、以下のいずれかに該当する工事です。 

① 解体部分の延床面積が 80ｍ2以上の建築物の解体工事 

② 請負金額が税込 100 万円以上の建築物の改修工事 

③ 請負金額が税込 100 万円以上の特定の工作物の解体工事または改修工事 

④ 総トン数が 20トン以上の船舶に係る解体工事または改修工事 

※1) 報告は原則、電子システム（石綿事前調査結果報告システム）でお願いします。 

※2) 分割発注している場合は、合計金額で判断してください。 

※3) 請負金額の合計額には事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。 

※4) 石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です。 

 

石綿事前調査結果報告システムを使用すれば 1 回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告する

ことができます。 

石綿事前調査結果報告システムについては、厚生労働省のホームページをご覧ください。 

リーフレットもダウンロードが可能です。 

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/ 
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